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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、当社の企業行動基準に定める「フェア（公正）・リーガル（遵法）・オープン（公開）」の実践を通じて、株主、お客様、お取引先、従
業員、地域社会といったステークホルダーとの良好なコミュニケーションを図り、企業としての社会的責任を果たすことはもとより、企業価値の継続
的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題と位置づけ、コンプライアンス、危機管理、内部統制、IR等の充実に
努めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則１－４　政策保有株式

当社は、事業の拡大、持続的発展のためには様々な企業との連携・協力関係が不可欠であると考えており、企業価値を向上させるための長期的
な視点に立ち、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、政策的に必要とする株式については保有していく方針で
す。なお、その保有にあたっては、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本コスト等に見合っているかどうかの他、事業戦略上の重要
性、取引先との事業上の関係を踏まえ当社企業価値向上に資するものかを総合的に勘案して、保有意義の薄れた株式については売却を進める
等、政策保有株式の縮減に努めてまいります。

政策保有にかかる議決権行使にあたっては、当社の保有する株式の価値向上に資すると判断する議案であれば賛成し、価値を棄損すると判断
するものに対しては反対票を投じます。

原則１－７　関連当事者間の取引

当社は、関連当事者間の取引については、取締役会での決議を要することとしており、取引条件および取引条件の決定方針等については、株主
総会招集通知や有価証券報告書等で開示しております。

また、当社役員および役員に準じるものに対し、関連当事者間取引の有無について確認をする調査を毎期末に実施しており、関連当事者間の取
引を管理する体制を構築しております。

補充原則２－４（１）　人材の多様性

当社におきましては、人材こそが企業価値創造の源泉であり、様々な背景や価値観を持つ人材一人ひとりが能力を最大限に発揮し、活躍し続け
ることが重要だと考えております。

女性活躍については、2030年度までに女性管理職比率を30％以上とする目標を設定し、その達成に向けて、仕事と家庭の両立支援、およびキャ
リア支援に一体的に取り組んでおります。育児・介護等に関わる従業員に対しては、法定を上回る制度設計によって仕事との両立を後押しする一
方で、性別の隔てない配置やジョブアサイン、教育機会の拡充を通じてキャリア意識の向上と能力開発にも注力し、積極的な人材登用を進めてお
ります。

経験者採用については、当社にはなかった知識やスキル、ノウハウが職場の活性化に寄与するものと考えており、2030年度までにキャリア採用
人材比率を20％とする目標を設定し、これまで以上に採用を強化するとともに、当社でのさらなるキャリア形成に向けた成長支援と管理職への登
用を促進しています。

外国人採用については、当社の事業規模等の事情から定量的な目標は設定せず、採用にあたっては本人の能力や強みを重視いたします。な
お、これまでも採用や処遇、登用において、国籍による区別は設けてはおりません。

あわせて、さまざまなバックグラウンドを有する人材一人ひとりが個々の強みを存分に発揮できるよう、従業員同士が互いを尊重し合い、高め合う
組織文化の醸成に努めるとともに、各種制度の拡充や業務効率化を推進し、「仕事のやりがい」と「働きやすさ」の実感を通じた「エンゲージメント
の向上」に取り組んでまいります。

原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社は、企業年金の適正な運営と管理が、従業員の安定的な資産形成に寄与し、加えて自社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、人事部
の企業年金担当者には、企業年金制度の仕組み、年金資産の運用、企業年金制度が会社財務へ与える影響等に関する知見や専門能力を持っ
た人材を配置しております。また、年金資産の運用については、定期的にモニタリングを行い、必要に応じ人事部と経理部が連携し、最適な年金
資産構成についての検討、見直しを行っており、運用結果および資産構成を変更した場合はその内容について経営陣幹部に報告しております。

原則３－１　情報開示の充実

(ⅰ）

百貨店を核とする当社グループは、常に顧客とともに「GINZA」を体現する企業グループとして歩むことを理念としています。また、「企業理念・経営
方針・経営計画」を策定し、主にホームページにおいて開示しております。以下のURLをご参照ください。

https://www.matsuya.com/corp/company/philosophy/

https://www.matsuya.com/corp/company/policy/

また、経営計画の詳細につきましては、「経営計画『Ｇｌｏｂａｌ Destination』となることを目指して」をご参照ください。



https://www.matsuya.com/corp/company/midterm-plan/　　

（ⅱ）

当社グループは、当社の企業行動基準に定める「フェア（公正）・リーガル（遵法）・オープン（公開）」の実践を通じて、株主、お客様、お取引先、従
業員、地域社会といったステークホルダーとの良好なコミュニケーションを図り、企業としての社会的責任を果たすことはもとより、企業価値の継続
的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題と位置づけ、コンプライアンス、危機管理、内部統制、ＩＲ等の充実
に努めております。

（ⅲ）（ⅳ）

役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。本委員会は、委員長を独立社外取締
役とし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から委員を選定し、そのメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性
と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候
補者案や役員人事案(後継者計画を含む)の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役
員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会にて決定しております。

なお、当社の取締役は、取締役として必要な高い倫理観、公正さ、誠実さを有するとともに、ビジネス・マインド（付加価値の創造）、豊かな知識・経
験（的確な意思決定）、能力特性（論理的思考、情報収集、関係構築による明確な行動指針）、行動特性（リーダーシップ、組織コミットメント、ス
ピード、状況適応による高い執行力）を備え持つ者であることを取締役候補者選定の基準としております。また、経営陣幹部が上記に記載する取
締役に求める人材の資質から逸脱する状況に該当する等の事態に至った場合、経営陣幹部の解任を提案するものとします。

当社の監査等委員会は、監査等委員として必要な高い倫理観と独立性、経営評価の能力、財務・会計・法務に関する知識を有していること等を取
締役（監査等委員）の選定基準として定めております。また、監査等委員会は、監査等委員の解任基準として、法令・定款等に違反する行為等に
より企業価値を毀損させた場合等を定めております。

（ⅴ）

・取締役会長兼取締役会議長の秋田正紀氏は、百貨店事業、グループ政策、コーポレート・ガバナンス等の経営全般に関する相当程度の知識や
経験を有し、取締役会議長として監督者の立場から取締役会の運営をリードする役割を果たしており、取締役として相応しい人物だと考えておりま
す。

・代表取締役社長執行役員の古屋毅彦氏は、百貨店事業、グループ政策、コーポレート・ガバナンス等の経営全般に関する相当程度の知識や経
験を有し、特に秀でたリーダーシップをもって当社グループをまとめており、取締役として相応しい人物だと考えております。

・取締役専務執行役員の横関直樹氏は、百貨店事業をはじめとした各事業につき、相当程度の知識や経験を有しており、幅広い視野をもって当
社経営に関わることができ、取締役として相応しい人物だと考えております。

・取締役専務執行役員の森田一則氏は、百貨店事業における管理部門全般につき、相当程度の知識や経験を有しており、幅広い視野をもって当
社経営に関わることができ、取締役として相応しい人物だと考えております。

・取締役上席執行役員の蓮田玉緒氏は、高級服飾雑貨事業における顧客政策やマーケティング、人材マネジメントにつき、相当程度の知識や経
験を有しており、幅広い視野をもって当社経営に関わることができ、取締役として相応しい人物だと考えております。

・社外取締役の柏木斉氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験、ならびに財務・会計分野における豊かな経験と幅広い知識等
を当社の経営に反映していただくことが可能であることから、社外取締役に相応しい人物だと考えております。

・社外取締役の石戸奈々子氏は、学識経験者としての専門的見識、ならびにIT・デジタル分野における豊かな経験と幅広い知識等を当社の経営
に反映していただくことが可能であることから、社外取締役に相応しい人物だと考えております。

・社外取締役の武藤潤氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験、ならびに事業戦略・リスクマネジメント分野における豊かな経
験と幅広い知識等を当社の経営に反映していただくことが可能であることから、社外取締役に相応しい人物だと考えております。

・社外取締役の井上ゆかり氏は、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験、ならびに事業戦略・マーケティング分野における豊かな経
験と幅広い知識等を当社の経営に反映していただくことが可能であることから、社外取締役に相応しい人物だと考えております。

・取締役（常勤監査等委員）の柳澤昌之氏につきましては、長年にわたり経理部門の経験を重ねてきており、財務および会計に関する相当程度の
知見を有し、取締役（常勤監査等委員）に相応しい人物だと考えております。

・社外取締役（監査等委員）の古屋勝正氏につきましては、実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に活かしていただく
ことが可能であることから、社外取締役（監査等委員）に相応しい人物だと考えております。

・社外取締役（監査等委員）の中村隆夫氏につきましては、主に法令や定款の遵守および当社のコンプライアンス体制の構築・維持について弁護
士としての専門的見識、ならびに実績ある会社経営者としての優れた識見と深い経験を当社の経営に活かしていただくことが可能であることから、
社外取締役（監査等委員）に相応しい人物だと考えております。

・社外取締役（監査等委員）の吉田正子氏は、損害保険会社における豊かな経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくことが可能である
ことから、社外取締役（監査等委員）に相応しい人物だと考えております。

補充原則３－１（３）　サステナビリティ

当社グループは、『顧客第一主義』『共存共栄』『人間尊重』『堅実経営』『創意工夫』という経営方針のもと、グループの強みを活かしながら、地域
の一員として社会課題に取り組むことで、企業の価値の向上と持続的な社会の実現への貢献を目指すことをサステナビリティ方針とし、その基に
環境方針、調達方針、人権方針を定め、事業活動を通じて持続的な成長と、サステナブルな社会の実現に貢献することを目指しております。

さらに2025年12月にお取引先様との信頼関係を基盤とした「お取引先行動規範」を制定いたしました。本規範への理解と遵守をお取引先様に働き
かけるとともに、人権デューディリジェンスの仕組みを構築し、バリューチェーン全体での人権尊重に取り組んでまいります。

また当社は、TCFD提言に賛同を表明し、その枠組みに基づき、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標の4分野について分析を行いました。そ
の内容につきましては、当社ホームページにて開示しております。今後もTCFD提言の開示推奨項目に沿って、環境変化を踏まえ、継続的に開示
内容の充実を図ってまいります。

https://www.matsuya.com/corp/sustainability/

補充原則４－１（１）　経営陣に対する委任の範囲

当社では、職務権限規程を策定し、取締役はこれに定めた職務権限および意思決定ルールにより、個々の職務の執行を行うとともに、各取締役
はその執行状況を定期的に取締役会に報告いたします。なお、委任型の執行役員制度を2008年5月より導入し、「経営の意志決定・監督機能」と
「業務執行機能」を分離し、業務運営の役割や責任を明確にするとともに、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の業務執行により、効率的な経
営の実現と競争力の強化を図っております。また、2022年5月より、当社は取締役会決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締
役に委任することができる旨を定款に定めております。

原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社は、独立社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の定める独立役員に関する要件に加え、候補者が所属する法人と当社の取引額
が、当社の連結売上高の1％未満であることを要件として候補者を選定しております。

補充原則４－１０（１）　指名・報酬委員会

役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。本委員会は、委員長を独立社外取締
役とし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から委員を選定し、そのメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性
と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候



補者案や役員人事案(後継者計画を含む)の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役
員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会にて決定しております。

補充原則４－１１（１）　取締役会のバランス・多様性・規模に関する考え方

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は受託者・説明責任を認識し、持続的な企業価値の向上に向けて、取締役としての職務を執行
しております。そのため、常に企業理念の実践を心がけ、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として必要な高い倫理観、公正さ、誠実さを有
するとともに、ビジネス・マインド（付加価値の創造）、豊かな知識・経験（的確な意思決定）、能力特性（論理的思考、情報収集、関係構築による明
確な行動指針）、行動特性（リーダーシップ、組織コミットメント、スピード、状況適応による高い執行力）を備え持つ者であることを取締役（監査等委
員である取締役を除く。）候補者選定の基準としております（職歴、年齢、性別等は問いません）。当社は、取締役会が当社の持続的な企業価値の
向上に必要な、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保するため、百貨店事業、マーケティング、経営管理等の各専門
分野の者をはじめ、会社経営やリスク管理等の豊富な経験を有している者を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選定しております。

監査等委員会は、財務および経理に関する豊富な知識と経験を有する者、弁護士として法令や定款の遵守および当社のコンプライアンス体制の
構築・維持について専門的な知識を有する者、会社経営の豊富な経験を有している者を監査等委員である取締役として選定しております。

また、当社役員の知識・経験・能力等、特に期待する分野をスキル・マトリックスを用いて一覧化し、下記ウェブサイトに開示しております。

https://www.matsuya.com/corp/company/management/

補充原則４－１１（２）　取締役における他の上場会社の役員兼務状況

各取締役の重要な兼職の状況につきましては、事業報告、株主総会参考書類にて開示しております。なお、取締役会、監査等委員会への出席・
発言状況等を鑑み、現取締役の兼職状況は合理的範囲だと考えております。

補充原則４－１１（３）　取締役会全体の実効性についての分析・評価

当社は、取締役会の構成および運営等の一層の改善を図ることを目的に、2026年2月期における取締役会の実効性に関する分析・評価を実施い
たしました。

〈実施方法〉

分析・評価の方法は、各取締役にアンケートを行い、その結果を踏まえ、取締役会として自己評価を行いました。

〈実効性評価結果の概要〉

アンケートの結果、取締役会の構成と運営、経営戦略と事業戦略、企業倫理とリスク管理、業績モニタリングと経営陣の評価・報酬、株主等との対
話の全ての大項目について総合的に高い評価となりました。

なお、運営面においては、建設的な議論の活発化を目指し、必要に応じた事前説明、および執行役員陪席による説明の機会を適宜設けるなどし
ており、当社の取締役会においても、重要事項の経営意思決定および業務執行等の監督を適切に行うための実効性が確保されていると評価い
たしました。

また、経営陣と社外取締役、あるいは社外取締役同士が取締役会以外の場でのコミュニケーションをとる機会の提供についても、部門長によるプ
レゼンテーション・ディスカッション、社外取締役によるフリーディスカッションの場を設けることにより、全体平均を上回る評価結果となっており、非
公式の対話が、取締役会における率直かつ本質的な議論を可能にする土壌づくりに取り組んでおります。

〈認識した課題〉

アンケートの結果から、経営陣幹部の育成については課題として認識し、2025年度より開始した執行役員による年2回の「後継者育成シート」の提
出、およびそれを基にしたミーティング等の育成プロセスを更に進化させることや、部門長によるプレゼンテーション等の機会を継続して実施してい
くことによりサクセッションプランを進め、将来の経営を担う人材の持続的な育成に取り組んでまいります。運営面については、適時・適切な情報提
供のため取締役会の資料の配布時期や事前説明の更なる早期化や、役員への教育機会に引き続き取り組むことで、当社グループの経営や事業
について理解を深め、議論に貢献できるよう、取締役会の実効性の更なる充実を図ってまいります。

当社は、監査等委員会の継続的な改善と実効性の向上を図ることを目的に、2026年2月期における監査等委員会の実効性に関する評価を実施
いたしました。

〈実施方法〉

各監査等委員によるアンケートを基に討議を行い、監査等委員会の評価および課題を検討いたしました。なお、監査等委員会の実効性評価の結
果については、取締役会に報告し共有しております。

〈実効性評価結果の概要〉

監査等委員会では、監査等委員会の体制、監査等委員会の運営等の状況、監査等委員会の環境整備の状況、監査等委員会による監査・監督
の実施状況、監査等重点項目の監査等についてのアンケートを基に討議を行いました。その結果、監査等委員会は適切に実効性が確保されてい
るとの評価になりました。

〈認識した課題〉

重要なリスク課題の情報共有・審議の充実、およびグループ会社の監査の更なる実効性の向上についての意見がありました。監査等委員会はこ
れらの課題の検討を行い次年度の監査計画に反映させることにより、監査等委員会の継続的な改善と実効性の向上を図ってまいります。

補充原則４－１４（２）　取締役に対するトレーニングの方針

取締役、執行役員を対象として、外部講師を招聘、最新の経営情報、財務・会計あるいは法律の改定等に関わる知識を習得できるよう、役割・職
責に応じた研修の機会を提供することとしております。

原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針

当社では、IR担当役員を選任するとともに、社内にコーポレートコミュニケーション課を設置しております。IR体制については当社の職務執行にお
いて重要な業務であるとの位置づけのもと、当社の企業理念と経営計画の達成状況につき、投資家その他のステークホルダーの理解を得るため
に、適時情報開示を行うとともにIR説明会を実施しております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年5月29日



該当項目に関する説明

当社は、2050年に向けた目指す姿の実現に向け、単年度目標の着実な達成を通じて成長を図ってまいります。経営計画において資本コストを意
識した数値目標として、ROE等の目標値を設定し、その達成度合いを適宜評価、開示してまいります。なお、当該財務指標の実績については決算
説明会資料等で開示しております。

株主還元については、2025年度から2027年度の3カ年でDOE（Dividend on Equity：株主資本配当率）2％以上の方針を継続し、2025年度に40億円

の自己株式の取得を実施いたしました。引き続き、株主の皆様への利益還元を重視し、資本効率の向上を図ってまいります。

また、取締役の業績連動型株式報酬制度の支給基準にTSR（Total Shareholder Return：総株主利回り）を採用しており、株主の皆様との一層の価

値共有を図ってまいります。

今後も、資本コストを的確に認識し、収益基盤の強化と効率的な資本活用を両立させることで、持続的な企業価値向上を目指します。株価が適正
に評価されるよう、情報開示の充実を図り、株主の皆様との建設的な対話を進めてまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,360,800 6.61

松屋取引先持株会 2,801,700 5.51

株式会社三菱UFJ銀行 2,483,000 4.89

東武鉄道株式会社 2,411,000 4.74

東武シェアードサービス株式会社 2,345,425 4.61

株式会社みずほ銀行 1,983,000 3.90

松岡地所株式会社 1,544,670 3.04

株式会社オンワードホールディングス 1,341,000 2.64

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,317,100 2.59

三菱UFJ銀行株式会社 1,000,000 1.97

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 2 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針



―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 13 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 7 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

7 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

柏木　斉 他の会社の出身者

石戸　奈々子 他の会社の出身者

武藤　潤 他の会社の出身者

井上　ゆかり 他の会社の出身者

古屋　勝正 他の会社の出身者 △

中村　隆夫 弁護士

吉田　正子 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)



氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

柏木　斉 　 ○
（重要な兼職の状況）

キユーピー株式会社　社外取締役

実績ある会社経営者としての優れた識見と深
い経験、ならびに財務・会計分野における豊か
な経験と幅広い知識等を当社の経営に反映し
ていただくことが期待でき、当社の経営陣から
独立した判断を下すことが可能な方であること
から社外取締役に適任と考えております。

＜独立役員指定理由＞

柏木斉氏は、当社の経営陣から独立した立場
にあり、一般株主との利益相反が生じるおそれ
がないこと。また、経営者としての経験を生か
し、当社経営陣と対等な議論を行う専門性を有
していることから、独立役員に適任と考えており
ます。

石戸　奈々子 　 ○

（重要な兼職の状況）

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研
究科　教授、一般社団法人超教育協会　
理事長、iU情報経営イノベーション専門職
大学　BLab所長、株式会社フジ・メディア・
ホールディングス　社外取締役（監査等委
員）、株式会社デジタルガレージ　社外取
締役

学識経験者としての専門的見識、ならびにIT・
デジタル分野における豊かな経験と幅広い知
識を当社の経営に反映していただくことが期待
でき、当社の経営陣から独立した判断を下すこ
とが可能な方であることから社外取締役に適任
と考えております。

＜独立役員指定理由＞

石戸奈々子氏は、当社の経営陣から独立した
立場にあり、一般株主との利益相反が生じるお
それがないこと。また、学識経験者としての専
門的見識およびIT・デジタル分野における豊か
な経験を生かし、当社経営陣と対等な議論を行
う専門性を有していることから、独立役員に適
任と考えております。

武藤　潤 　 ○
（重要な兼職の状況）

なし

実績ある会社経営者としての優れた識見と深
い経験、ならびに事業戦略・リスクマネジメント
分野における豊かな経験と幅広い知識等を当
社の経営に反映していただくことが期待でき、
当社の経営陣から独立した判断を下すことが
可能な方であることから社外取締役に適任と考
えております。

＜独立役員指定理由＞

武藤潤氏は、当社の経営陣から独立した立場
にあり、一般株主との利益相反が生じるおそれ
がないこと。また、経営者としての経験を生か
し、当社経営陣と対等な議論を行う専門性を有
していることから、独立役員に適任と考えており
ます。

井上　ゆかり 　 ○

（重要な兼職の状況）

豊田通商株式会社　社外取締役、ANA
ホールディングス株式会社　社外取締役

実績ある会社経営者としての優れた識見と深
い経験、ならびに事業戦略・マーケティング分
野における豊かな経験と幅広い知識等を当社
の経営に反映していただくことが期待でき、当
社の経営陣から独立した判断を下すことが可
能な方であることから社外取締役に適任と考え
ております。

＜独立役員指定理由＞

井上ゆかり氏は、当社の経営陣から独立した
立場にあり、一般株主との利益相反が生じるお
それがないこと。また、経営者としての経験を
生かし、当社経営陣と対等な議論を行う専門性
を有していることから、独立役員に適任と考え
ております。

古屋　勝正 ○ ○

（重要な兼職の状況）

なし

古屋勝正氏が常勤顧問を務めていた富国
生命保険相互会社と当社の間には取引
がありますが、その取引額は当社の連結
売上高の1％未満であるため、その概要
の記載は省略いたします。

実績ある会社経営者としての豊かな経験と幅
広い知識を当社の経営に反映していただくこと
が期待でき、当社の経営陣から独立した判断
を下すことが可能な方であることから社外取締
役（監査等委員）に適任と考えております。

＜独立役員指定理由＞

古屋勝正氏は、当社の経営陣から独立した立
場にあり、一般株主との利益相反が生じるおそ
れがないこと。また、経営者としての経験を生
かし、企業財務に精通した立場から的確な助
言を行う知見を有していることから、独立役員
に適任と考えております。



中村　隆夫 ○ ○
（重要な兼職の状況）

和田倉門法律事務所　パートナー弁護士

主に法令や定款の遵守および当社のコンプラ
イアンス体制の構築・維持について弁護士とし
ての専門的見識、ならびに実績ある会社経営
者としての優れた識見と深い経験を当社の経
営に反映していただくことが期待でき、当社の
経営陣から独立した判断を下すことが可能な
方であることから社外取締役（監査等委員）に
適任と考えております。

＜独立役員指定理由＞

中村隆夫氏は、当社の経営陣から独立した立
場にあり、一般株主との利益相反が生じるおそ
れがないこと。また、企業法務の専門家として、
会社が直面する広範なリスク、企業全体の利
益に配慮する専門的能力ならびに財務および
会計に関する相当程度の知見を有していること
から、独立役員に適任と考えております。

吉田　正子 ○ ○

（重要な兼職の状況）

東京海上ミレア少額短期保険株式会社　
常勤監査役、東京海上ウエスト少額短期
保険株式会社　非常勤監査役、NSユナイ
テッド海運株式会社　社外取締役

吉田正子氏が常務取締役を務めていた東
京海上日動火災保険株式会社と当社の
間には取引がありますが、その取引額は
当社の連結売上高の1％未満であるた
め、その概要の記載は省略します。

損害保険会社における豊かな経験と幅広い知
識を当社の経営に反映していただくことが期待
でき、当社の経営陣から独立した判断を下すこ
とが可能な方であることから社外取締役に適任
と考えております。

＜独立役員指定理由＞

吉田正子氏は、当社の経営陣から独立した立
場にあり、一般株主との利益相反が生じるおそ
れがないこと。また、損害保険会社における豊
かな経験および他社監査役の経験を生かし、
的確な助言を行う知見を有していることから、
独立役員に適任と考えております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 4 1 1 3 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会の直轄下に監査等委員会室を設置し、所属するスタッフの人事異動や懲戒については、監
査等委員会の同意を得ることとしています。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

＜監査等委員会と会計監査人の連携状況＞

監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果、会計監査人が把握した内部統制システムの状況およびリスクの
評価について報告を受け、意見交換を行うなど会計監査人と緊密な連携を図っております。

＜監査等委員会と内部監査部門の連携状況＞

当社は、グループ監査室を設置し、その活動状況につき監査等委員会に定期的に報告を行うとともに、監査等委員会の求めに応じて、内部統制
の状況および内部監査の状況その他につき報告を行っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり



任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 6 2 2 4 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 6 2 2 4 0 0
社外取
締役

補足説明

取締役会の諮問機関として、「指名・報酬委員会」を設置しております。

＜指名・報酬委員会の構成員の指名等＞

委員長：社外取締役　柏木　斉

構成員：取締役会長兼取締役会議長　秋田　正紀、代表取締役社長執行役員　古屋　毅彦、社外取締役　石戸　奈々子、社外取締役　武藤　潤、
社外取締役　井上　ゆかり

【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下「対象取締役」という）等の業績連動報酬は、単年度の期間業績に対する経営責
任と報酬の関係性を明確化し、より一層の業績向上を図るとともに、中長期の持続的な成長に向けて株主と利害を共有し企業価値向上に取り組
むことを目的としております。その対象は対象取締役および執行役員（業務委嘱が子会社担当のみの者を除く。）となっております。ただし、対象取
締役のうち非業務執行取締役は、短期業績連動報酬を支給せず中長期業績連動報酬のみとします。業績連動報酬は、単年度の業績等に対する
複数の業績目標を導入し、その達成度合いに基づき算定した報酬額を金銭で支給する短期業績連動報酬と、複数年度の期間に係る業績等に対
する複数の業績目標を導入し、業績等の評価期間の終了後にその達成度合いに基づき算定した数の普通株式を付与する中長期連動報酬で構
成されます。短期業績連動報酬の業績目標は「連結売上総利益、連結経常利益、百貨店業ID顧客売上高、個人別評価」、中長期業績連動報酬
の業績目標は「TSR（配当込みTOPIX対比）、従業員エンゲージメント改善率」とし、経営環境や各役員の役割の変化等に応じて適宜見直しを検討
することとします。

業績連動報酬額の決定は、指名・報酬委員会の審議を経た後、取締役会にて決定いたします。

中長期業績連動報酬の初回評価期間は2025年3月1日～2028年2月29日の3年間となっております。パフォーマンス・シェア・ユニットを用いた業績
連動型株式報酬制度であり、付与する普通株式には一定の譲渡制限を付します。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――



【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりませんが、2026年2月期における取締役等の報酬等の額
は以下のとおりです。

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額178百万円（うち、社外取締役29百万円）

・監査等委員である取締役の報酬等の総額42百万円（うち、社外取締役24百万円）

上記報酬等のほか、執行役員兼務取締役の執行役員分給与74百万円と執行役員分業績連動報酬（金銭）4百万円を支給し、執行役員分業績連
動報酬（株式報酬）17百万円を会計上の費用として計上しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2022年5月26日開催の第153期定時株主総会において、年額360百万円以内（うち社
外取締役分は年額60百万円以内）と決議されております。当該定時株主総会終結時点において対象となる取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の員数は9名です。また別枠で、2025年5月29日開催の第156期定時株主総会において、当社取締役（監査等委員である取締役および社外取
締役を除く。以下「対象取締役」という）を対象とした業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入および対象取締役に付与する株式の総数を年
間216,000株以内、その報酬の総額を年額180百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役は5名です。

当社監査等委員である取締役の報酬額は、2022年5月26日開催の第153期定時株主総会において、年額84百万以内と決議されております。当該
定時株主総会終結時点において対象となる監査等委員である取締役の員数は4名です。各監査等委員である取締役の報酬額は監査等委員であ
る取締役間の協議のうえ定めております。

役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。本委員会は、委員長を独立社外取締
役とし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から委員を選定し、そのメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性
と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候
補者案や役員人事案(後継者計画を含む）の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役
員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会にて決定しております。

役員報酬制度の基本方針の内容の概要は以下のとおりです。

・経営計画の達成に向け、役員がオーナーシップを持ち、リーダーシップを発揮し、先頭に立ってチャレンジするための重要なインセンティブとする

・会社のサステナブルな成長や役員自身の成長につながるインセンティブとする

・経営への評価の多様化に対応しつつ、役員それぞれの実績に対する適切な評価を報酬に反映させ、モチベーションの向上に資するものとする

・株主と利害関係を共にし、株主重視の経営をより高められる制度とする

当社監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は、その役割を考慮し、固定報酬のみで構成されております。

当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は月例の固定報酬とし、その額は役位別固定報酬テーブルの基準に基づき定められ
ております。役位別固定報酬テーブルの内容は、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の役割や職務の遂行状況等を的確に把握し、総合
的に各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を決定できると判断したため、代表取締役社長執行役員古屋毅彦が取締役会の委任
を受けて決定しておりますが、その内容は「指名・報酬委員会」に提示され審議が行われており、その適正性を取締役会に報告することとしており
ます。

月例固定報酬額と業績連動報酬額の割合は業績目標達成時の基準額として月例固定報酬額75％、短期業績連動報酬額15％、中長期業績連動
報酬額10％としております。ただし、非業務執行取締役は月例固定報酬額88.2％、中長期業績連動報酬額11.8％としております。なお、基準額は
すべての指標が目標に達した場合の構成割合であり、それぞれの達成度に応じて構成割合は一定の範囲で増減します。

当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）等の報酬等の額の算定方法の決定に関する方針は、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委
員会」で審議し、取締役会にて決定しております。

個人別の報酬等については、過半数が独立社外取締役で構成された「指名・報酬委員会」において、役員報酬の基本方針に則った報酬構成であ
るかについて審議が行われ、その審議を踏まえ決定しているため、当該事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）等の個人別の
報酬等の内容は上記方針に沿うものであると判断しております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、総務部のスタッフが、また、監査等委員である社外取締役については、監査等委員会
室のスタッフが、それぞれ適宜対応しております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役を中心として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

1）取締役・取締役会

当社における取締役は13名であり、7名が社外取締役であります(2026年5月29日現在)。

取締役会は、毎月1回定期的に開催され、必要に応じ臨時に開催しております。取締役会は、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執
行を監督しております。

2）監査等委員会

当社における監査等委員会は監査等委員である取締役4名で構成されており、うち3名が監査等委員である社外取締役であります(2026年5月29
日現在)。

毎月開催される監査等委員会を通じ監査意見等の交換・形成を図るとともに、常勤監査等委員が経営会議、コンプライアンス委員会、危機管理委
員会、サステナビリティ委員会等の重要会議に出席するなど、監査・監督機能の充実に努めております。さらに、監査等委員会は、会計監査人、
グループ監査室と定期的に意見交換を行うなど、会計監査人監査、内部監査と連携を図り、監査・監督機能の強化に努めております。なお、常勤
監査等委員である取締役柳澤昌之氏は、長年にわたり経理部門の経験を重ねてきており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するも
のであります。また、監査等委員である社外取締役中村隆夫氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の
知見を有するものであります。

3）指名・報酬委員会

役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置しております。本委員会は、委員長を独立社外取締
役とし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から委員を選定し、そのメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性
と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候
補者案や役員人事案(後継者計画を含む)の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しております。役
員報酬の基本方針の内容は、本委員会による審議を経た後、取締役会にて決定しております。

4)執行役員制度

委任型の執行役員制度を2008年5月より導入し、「経営の意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離し、業務運営の責任や役割を明確にする
とともに、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の業務執行により、効率的な経営の実現と競争力の強化を図っております。また、執行役員の
事業年度ごとの業務執行責任を明確にするために、執行役員の任期は1年としております。なお、執行役員の業務執行に対しては、経営会議が監
督機能を果たす体制となっております。

5）会計監査人

当社は太陽有限責任監査法人に会計監査を委嘱しております。太陽有限責任監査法人は、監査人として独立の立場から財務諸表等に対する意
見を表明しております。

2026年2月期において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、小松亮一氏、上原啓輔氏であり、当社に係る継続監査年数は、小松氏が2
年、上原氏が3年となっております。また、当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士10名、その他の補助者14名となっております。

6）責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合
には賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金400万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最
低責任限度額とのいずれか高い額とします。

7）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社の取締役、執行役員および当社の子会社の取締役、監査役、執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員
等賠償責任保険（以下「D&O保険」という。）契約を保険会社との間で締結し、被保険者が業務に起因して損害賠償を負った場合における損害（た
だし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等をD&O保険により填補することとしており、被保険者の全ての保険料は当社お
よび当社の子会社が負担しております。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った者自身の損害等は補填対象外とすることによ
り、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は取締役13名のうち7名を社外取締役としています。社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名は、監査等委員会、内部監査・内部
統制担当役員等と連携を図ることで、経営に対する監督機能を発揮しております。また、当社は、監査等委員である取締役4名のうち3名を監査等
委員である社外取締役としています。監査等委員である社外取締役は、公正不偏の立場から、適正な業務執行の監視を行い、経営の健全性を高
めております。当社は、これらのコーポレート・ガバナンス体制により、経営の監視機能は十分に機能していると考えております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主総会招集通知につきましては、記載する情報の正確性を担保しながら、株主の皆様
が十分な議案の検討時間を確保できるよう可能な限り速やかに、発送日前に当社ホーム
ページおよび東京証券取引所のウェブサイトに開示し、発送しております。

電磁的方法による議決権の行使
当社は、インターネットによる議決権行使や議決権電子行使プラットフォームを導入し、議
決権行使環境の整備に努めております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

当社は、インターネットによる議決権行使や議決権電子行使プラットフォームを導入し、議
決権行使環境の整備に努めております。



招集通知（要約）の英文での提供
当社は、招集通知および株主総会参考書類の英訳を行うことで、議決権行使環境の整備
に努めております。

その他
株主総会に相応しい広さ、設備、環境が確保された場所で開催しております。また、事業
報告等の内容をビジュアル化し、より理解を深めていただける報告を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第2四半期決算および本決算時に開催し、代表者が説明しております。 あり

IR資料のホームページ掲載

1）企業理念、経営方針、経営計画、企業概要、沿革、役員一覧、店舗紹介、グ
ループ会社一覧

（ご参考）https://www.matsuya.com/corp/compny/ 　

2)有価証券報告書、決算短信、決算説明資料、データブック、決算説明会資料

（動画）、月次売上レポート、株主通信、株主優待情報、ニュースリリース

（ご参考）https://www.matsuya.com/corp/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置

・担当部署名：総務部コーポレートコミュニケーション課

・担当役員：取締役専務執行役員　経営企画部・グループ政策部・サステナビ
リティ戦略部・人事部担当、総務部・経理部管掌　森田　一則

・事務連絡責任者：総務部コーポレートコミュニケーション課　課長　関　泰程

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社の企業行動基準に定める「フェア（公正）、リーガル（遵法）、オープン（公開）」の実践を
通じて、株主、お客様、お取引先、従業員、地域社会といったステークホルダーとの良好な
コミュニケーションを図り、企業としての社会的責任を果たすことはもとより、企業価値の継
続的な向上の実現に努めております。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グループは、「顧客第一主義」「共存共栄」「人間尊重」「堅実経営」「創意工夫」という
経営方針のもと、グループの強みを活かしながら、地域の一員として社会課題に取り組む
ことで、企業価値の向上と持続的な社会への貢献を目指すことを当社グループのサステナ
ビリティ方針とし、その基に環境方針・調達方針・人権方針、お取引先行動規範を定め、企
業活動を通じた持続可能な社会の実現を目指し取り組んでおります。

１．環境保全活動

①気候変動への対応（温室効果ガスの削減）

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言に基づく情報開示を推進し、主要事業
において「2030年度までに温室効果ガス排出量（Scope１・２）を2013年度比で50％削減す
る」という目標を掲げ、以下の取り組みを実施しています。

・店舗照明のLED化推進（銀座本店・浅草店にて約86.4％完了）

・一部店舗および事務館への再生可能エネルギーの導入と、今後の段階的な拡大計画の
推進

・照明のこまめな消灯等、日常業務における省エネルギー化の徹底

②循環型社会への貢献（廃棄物の削減・資源化）

お客様の環境・資源に対する高い関心に応え、サーキュラーエコノミーの実現に向けた取
り組みを推進しています。

・特定プラスチック使用製品の削減、買物袋（レジ袋・ビニール手付袋）のバイオマス配合
製品への切り替え・および簡易包装対応の推進

・従業員休憩室でのペットボトルの減容回収を始めとした、廃棄物の分別回収による、缶・
ビン・ペットボトル・段ボール・生ごみ等の再資源化

・「衣料品カバーの水平リサイクル」や、廃食用油を航空燃料（SAF）へと再利用する「FRY t

o FLY Project」への参画など、資源循環スキームの構築

・事務用品におけるリユース品の使用促進等

２．社会貢献・社会価値創造活動

社会貢献と事業成長を両立させる「経済価値と社会価値の同期化」を基本戦略とし、取り
組みを推進しています。

・事業を通じた新たな価値創出では、当社の強みである“銀座という立地”“デザインの力”
を活用し、日本各地の伝統工芸・産業をインスタレーションや商品化等へ繋げる、独自の
地域ブランディング事業「松屋の地域共創」を実施。また、環境負荷の少ないラボグロウン
ダイヤモンドを使用したジュエリーブランド「ENEY（エネイ）」など、多様化する消費者の価値
観を捉えた事業展開を推進。

・持続可能なライフスタイルを提案するプロモーション「ビューティフルマインド」での地球や
社会について学ぶ参加型イベントの開催、リペアやリフォーム、回収キャンペーンの実施

・ビジネススキルを土台にデザイン感度やクリエイティビティを身に付け、意思決定できる次
世代のリーダーを育てていく人材育成プログラム『Future Leaders Academy in Ginza』を通

じた、日本各地の産業、モノづくり、小売の現場を支える人財育成の実施。

（ご参考）https://www.matsuya.com/corp/sustainability/

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

1）内部統制システムの構築に関する基本方針

(1）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

・コンプライアンス体制の確立を図るべく、企業行動基準を制定し、また、役職員が法令定款および社内規律を遵守するための企業行動指針を定
める。

・また、その徹底を図るため、全社のコンプライアンス活動を組織横断的に統括するコンプライアンス委員会を設ける（なお、特定の専門分野につ
いては下部組織を設置し、審議を委任することができる。）。コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する重要事項に付き審議し、取締役
会・監査等委員会に報告する。

・グループ監査室は、コンプライアンス委員会と連携して、コンプライアンスの確立・推進を図り、また、その状況を監査・調査し、その結果を定期的
にコンプライアンス委員会に報告する。

・代表取締役は常にコンプライアンスの精神を役職員に伝える。また、コンプライアンスに関する教育研修を役職に応じて定期的に実施することに
より、これを徹底する。

・財務報告の適正性確保のための体制については、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適法性および適正性を確保するため
の社内体制を構築する。

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては毅然とした態度で臨み、関係を持たず、反社会的勢力による被害の
防止に努める。

(2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

・文書等管理規程を策定して、取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存・管理する。

・文書等は、少なくとも法令に定める期間保存し、また、重要な文書等については永久保存するものとし、取締役および監査等委員会がいつでも
閲覧することができる状態を維持する。

(3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・危機管理に関する規程を策定し、これに基づき当社における主要なリスク事項を抽出しリスクの事前防止を図るとともに、リスク発生時の対応方
法等を明確化し損失の軽減に努める。

・危機管理委員会は、平常時において各部門におけるリスク管理を推進するとともに、不測の事態が生じた場合は緊急対策本部を設置して損失
の拡大を防止する。

(4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・職務権限規程を策定して、取締役はこれに定めた職務遂行権限および意思決定ルールにより、個々の職務の執行を行うとともに、各取締役はそ
の執行状況を定期的に取締役会に報告する。



・取締役会は、経営計画を策定し、これを全社員が共有する全社的な目標として浸透を図る。

・取締役会は、経営計画に基づき、毎期部門ごとの業績目標と予算を設定する。設備投資・新規事業については、経営計画への貢献度を基準に
その優先順位を決定する。

・取締役会は、適宜経営計画実現のための諸施策の進行状況等を、レビューする。

・IR体制については当社の職務執行において重要な業務であるとの位置付けのもと、当社の企業理念と経営計画の達成状況につき、投資家その
他ステークホルダーの理解を得るために、社内にコーポレートコミュニケーション課を設置して適時情報開示を行うとともにIR説明会を実施する。
代表取締役は率先して会社のIRに努める。

(5）当該株式会社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・当社および当社の子会社・関連会社(以下、グループ各社という)における内部統制の一体的構築を目指して、当社にグループ各社の内部統制を
担当する部門としてグループ政策部を位置づける。

・グループ政策部は、子会社管理規程を策定して、これに基づきグループ各社における業務の適正を確保するとともに経営を管理・指導する。

・グループ監査室は、グループ政策部と連携の下、内部監査を行い、両者は必要に応じてその結果をコンプライアンス委員会、取締役会および監
査等委員会に報告する。

・グループ監査室は、当社およびグループ各社における内部統制システムの構築を推進する。また、その状況を監査し、改善へ向けた提言を行う
とともに、その結果を定期的に代表取締役に報告する。

(6）監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

・監査等委員会の職務を補助する組織を監査等委員会室とする。

・監査等委員会室には、会計・法律知識を習得した人材を配置する。

・監査等委員会は、専任の従業員の配置を要請することができる。

(7）監査等委員会を補助する使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保
に関する事項

・監査等委員会の要請がある場合には、監査等委員会室に専任の従業員を配置するものとし、当該使用人は監査等委員会の指示に従って、そ
の監査職務を補助する。

・監査等委員会室の使用人の人事異動については、監査等委員会が事前に人事担当取締役より報告を受けるとともに、必要がある場合には理
由を付して当該人事異動につき変更を人事担当取締役に申し入れることができるものとする。

・また、当該使用人を懲戒に処する場合には、人事担当取締役はあらかじめ監査等委員会の承諾を得るものとする。

(8）当社およびグループ各社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等
委員会への報告に関する体制

・取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、法定の事項に加えて、監査等委員会と協議の上、監査等委員会に報告すべき事項を定める規程
を制定し、これに従い取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人は監査等委員会に報告する。

・この規程に基づき、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は監査等委員会に対して以下に定める事項を経営会議、コンプライアンス委員
会・危機管理委員会・サステナビリティ委員会その他重要な会議への常勤監査等委員の出席を通じて報告する。

　a)経営会議で審議された事項

　b)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

　c)毎月の経営状況として重要な事項

　d)内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項

　e)コンプライアンス上重要な事項

　f)グループ各社におけるa)～e）に関する事項

　g)その他必要な事項

・常勤監査等委員は、前項の内容を毎月1回監査等委員会で全監査等委員に報告する。

・重要かつ緊急性が高い事項については、適時に代表取締役より直接監査等委員会に対して報告する

・グループ各社の取締役および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項その他事業運営上の重要事項を適時に監査等
委員会に報告する。

（9）上記（8）の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・監査等委員会または監査等委員に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。

(10）監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

・監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、監査等委員会の職務執行に必要でないと認め
られた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(11）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員会は、代表取締役・会計監査人と定期的に意見交換を行う。

・監査等委員会は、内部監査の状況につきグループ監査室より直接にその状況を聴取する。

2）組織・体制の整備状況

(1）コンプライアンス委員会

当社は、2003年9月に、当社が定める企業行動基準等に基づく遵法精神の涵養、行動を促進するという観点から、コンプライアンスに係る企業活
動全般の監視ならびに情報の収集・分析を行うとともに、当社および当社子会社を含む当社グループ全体におけるコンプライアンス上の重要な問
題を審議するための常設機関として、「コンプライアンス委員会」を設置いたしました。本委員会は、企業倫理の確立を図るべく四半期に一度、定
期的に開催しております。併せて、内部牽制を目的としても機能しており、各事業部門に対するヒアリングを実施し、また、監査等委員会と十分に
情報を共有化するなど、内部統制の充実を図っております。

本委員会は、コンプライアンスの基本方針に基づき、主として、コンプライアンス体制の構築、コンプライアンスの遵守状況の把握、コンプライアン
ス上の問題が発生した場合の再発防止に向けた取組み、啓蒙・教育活動の推進等を図っております。当事業年度においては本委員会を4回開催
し、各種法令の遵守体制および情報管理体制の両者についてモニタリングおよび強化ならびに各管理部門における主な課題および今後の対応
等の報告を行いました。

なお、内部通報制度については、通報窓口を総務部、人事部、労働組合、外部弁護士事務所の4箇所に設置することで充実を図っております。ま
た、内部通報制度については内部通報規程を定め、適切に運用しております。

(2）危機管理委員会

当社は、2004年3月に、当社および当社グループに係る事業活動における損失の危険の管理体制を構築するという観点から、危機の予防・回避・
軽減といった危機管理の推進を主たる目的として、常設機関として「危機管理委員会」を設置いたしました。本委員会は、平常時における安全管
理・危機予防活動のより一層の推進を図るべく、半期に一度、定期的に開催するとともに、有事の際の対応機関として機能するなど、危機管理体
制の確立に向け活動しております。

本委員会は、リスク管理の基本方針に基づき、主として、リスク管理体制の構築、リスクの抽出および評価、リスク管理状況のモニタリング等によ
り、危機管理の推進を図っております。当事業年度においては本委員会を4回開催し、防災および防犯に係るリスク低減策を策定、実行するととも
に、万一リスクが発生した場合の被害・損害をできる限り回避・軽減するために必要な備えと訓練を継続的に実施していることの確認、食の安全へ
の対応および情報セキュリティに関わるインシデントへの対応等、主に個別リスク管理状況のモニタリングを行いました。

(3）グループ監査室



当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に向けた内部統制システムの確立を目的として、代表取締役直轄の独立組織である「グループ監
査室」を設置しております。グループ全体の内部統制システムの構築及び推進を担い、健全な経営体制の確保に取り組んでおります。当室には人
員を4名配置し、「企業経営の有効性と効率性の向上」、「企業の財務報告の信頼性の確保」、「企業経営 に係る法令の遵守」、「企業の重大な損

失・不祥事の発生を未然に防止するためのリスク管理」を図っております。そのために内部統制システムの整備及び運用 状況を検討・評価し、適

宜改善を行うとともに、内部統制の専管部署として前述の両委員会を主体的に運営し、実効性の高い体制構築に努めております。また、当室はガ
バナンスの強化に向けて、取締役会及び監査等委員会に対して、適切に直接報告を行う仕組みを構築し、 監査等委員会監査、会計監査人監査

と緊密な連携を保ちながら内部統制機能を強化し、組織全体の健全な運営を図っております。

(4）総務部コーポレートコミュニケーション課

当社は、2005年4月に、適時・適正かつ積極的な情報開示をより一層促進するために「ＩＲ室」を設置いたしました。2017年3月に「ＩＲ室」から「コーポ
レートコミュニケーション課」に組織を改め、コーポレートコミュニケーション課を通じて、市場・ステークホルダーとの対話、社会とのコミュニケーショ
ンの促進等を重視する経営を図り、経営の透明性の向上を図っております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、「市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては毅然とした態度で臨み、関係を持たず、反社会的勢力によ
る被害の防止に努める」ことを反社会的勢力排除に向けた基本方針として、「内部統制システムの構築に関する基本方針」に定めております。

2．反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、上記のほか、反社会的勢力排除に関して、「企業行動指針」において不当要求、不当行為に対しては毅然とした態度で臨む旨を定め、さ
らにコンプライアンス・マニュアルにおいて反社会的勢力からの不当要求、不当行為への対応方法等を具体的に記載し、従業員への周知徹底を
図っております。また、警察や弁護士等の外部専門機関との連携体制を構築しております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 あり

該当項目に関する補足説明

(a)基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を中
長期的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。

当社は、当社の支配権の獲得・移転を伴う買収提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えて
おります。また、当社は、株式の大量取得行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するもの
ではありません。しかし、株式の大量取得行為の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株
主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量取得行為の内容等について検討し、あるいは対
象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社に買収者との十分な交渉機会を提供しないもの
等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針を決定する者として不適
切であり、(ⅰ)当社株式の大量取得行為が、当社の企業価値・株主共同の利益に与える脅威の存否を判断し、当社株式の大量取得行為に応じる
べきか否かを株主の皆様が判断するために必要な情報・時間を確保し、(ⅱ)当社取締役会が代替案を提供するために必要な情報・時間を確保
し、また、(ⅲ)当社取締役会が株主及びステークホルダーの利益を確保するために行う大量取得行為を行う者との交渉を可能とすること等、当社
の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得行為を抑止するための合理的な枠組みが必要であると考えます。

(b)具体的な取組み

1)会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は2025年4月14日開催の当社取締役会において、経営計画「Global Destinationとなることを目指して」（以下「本計画」といいます。）をスタート

いたしました。

本計画においては、2050年度までの長い視野で変化の激しい時代に対応しながら、単年度での目標を着実に達成し、成長を目指しております。

一方で、経済環境の激変と不確実性の高まり、免税売上高の減少とその構造の変化等を主因に、足元の業績が当初の想定と乖離している現状
に鑑み、一部、経営計画の更新を行いました。今後は、これら急激な変化に柔軟に対応するため、ID 顧客を主軸にリアルとデジタルの融合を一層

加速させることで、2030年度の目標達成に向けた戦略の再構築を図ってまいります。このように、当社は銀座・浅草に密着した都市型百貨店、東
京の地方百貨店として、唯一無二の社会的な価値を創造しながら、経済的価値を同時に追求していく企業となることを目指し、引き続き、目標の達
成に取り組んでまいります。

当社は、上記の諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。

また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。この一環として2022年5月に監査
等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさらなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を独立社
外取締役で構成することにより、経営に対する監視機能のさらなる強化を図っております。また、取締役の指名や報酬については、指名・報酬委
員会により審議しておりますが、当該委員会の委員長を独立社外取締役とし（従来は代表取締役社長執行役員）、その構成メンバーの過半数を
独立社外取締役とすることで、客観性、公正性を高めております。

社内においても、コンプライアンス委員会、危機管理委員会、グループ監査室等の各組織を設置し、内部統制機能・監査機能を強化しております。
また、当社は、業務執行の一部を執行役員に委任する執行役員制度を導入し、取締役の任期を１年とする等経営陣の責任の所在の明確化、経
営の効率化を図っております。

当社は、今後もコーポレート・ガバナンスの充実に努め、企業価値・株主共同の利益の最大化を追求してまいります。

2)基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、2025年5月29日開催の定時株主総会において、当社定款に基づき、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収への対応方針)の導
入(更新)に係る基本方針(以下「本買収防衛策基本方針」といいます。)の内容を決定するための議案のご承認をいただき、同日開催の当社取締
役会において、本買収防衛策基本方針に基づく具体的な対応策(以下「本プラン」といいます。)を決定いたしました。

(本プランの目的)

本プランは、当社株式に対する大量取得行為が行われる際に、株主の皆様がかかる大量取得行為に応じるべきか否かを判断するため、あるい



は当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報・時間を確保し、また、当社取締役会が株主及びステークホルダーの利益
を確保するために交渉を行うこと等を可能とするものであり、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止し、当社の企業価値・株
主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。

(本プランの適用対象)

本プランは、(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付その他の取得、(ⅱ)当社が発行者である
株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け、もしくは
これらに類似する行為又はその提案(以下「買付等」と総称します。)がなされる場合を対象とします。

（本プランの定める手続き)

当社の株券等について買付等を行う買付者等には、買付等の内容の検討に必要な情報及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手
続を遵守する旨の誓約文言等を記載した買付説明書を提出していただきます。その後、買付者等から提出された情報、当社取締役会からの意見
や根拠資料、当該買付等に対する代替案(もしあれば)等が、経営陣から独立した者のみから構成される特別委員会(現在は独立社外取締役によ
り構成されます。)に提供され、検討されます。特別委員会は、必要に応じて外部専門家の助言を独自に得たうえ、買付等の内容の検討、当社取
締役会の提示した代替案の検討、買付者等との交渉、株主に対する情報開示等を行います。

特別委員会は、買付者等による買付等が下記の本新株予約権無償割当ての要件記載の要件のうち、(イ)又は(ロ)(ⅰ)もしくは(ⅱ)のいずれかに該
当し、かつ、必要性・相当性の観点から本新株予約権の無償割当ての実施が是認されると判断した場合には、当社取締役会に対して、本新株予
約権の無償割当てを実施することを勧告します。当社取締役会は、この勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施等
を決定します。また、特別委員会は、買付等について下記の本新株予約権無償割当ての要件記載の要件のうち、(ロ)(ⅲ)又は(ⅳ)の該当可能性
があると判断した場合には、本新株予約権の無償割当ての実施に関してあらかじめ株主意思の確認を得るべき旨の勧告を行います。(ロ)(ⅰ)もし
くは(ⅱ)のいずれかに該当すると判断した場合においても、本新株予約権の無償割当ての実施に関してあらかじめ株主意思の確認を得るべき旨
の勧告を行うことができるものとします。特別委員会の勧告を受けた当社取締役会は、株主意思確認総会を招集し、本新株予約権の無償割当て
の実施又は不実施に関する株主の皆様の意思を確認することとしており、株主意思確認総会を開催する場合、当社取締役会は当該株主意思確
認総会の決議に従います。

本新株予約権の無償割当てを実施する場合、当社取締役会は、別途定める割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の
株主に対し、その保有する当社普通株式１株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権を無償で割り当てます。

(本新株予約権の内容)

本新株予約権は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で当社取締役会が定める金額を払い込むことに
より、当社株式1株を取得することができるものですが、買付者等は、原則として本新株予約権を行使できないという差別的行使条件が付されてい
ます。また、本新株予約権には、当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに本新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付され
ており、当社がかかる条項に基づく取得をする場合、本新株予約権1個と引換えに原則として当社株式1株が交付されます。

(本新株予約権無償割当ての要件)

本プランの発動として本新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、(イ)買付者が本プランに定める手続を遵守しない場合、ならびに、(ロ
)(ⅰ)株式等を買い占め、その株式等につき当社に対して高値で買取りを要求する行為等により、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく侵害
するおそれのある買付等である場合、(ⅱ)強圧的二段階買付等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合、(ⅲ)買付
等の経済的条件(対価の価額・種類、買付等の時期、支払方法等を含みます。)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等である場
合、及び、(ⅳ)買付者等の提案の内容(買付等の経済的条件のほか、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性、従業員、取引先、顧客等の
当社に係る利害関係者に対する対応方針等を含みます。)が、「消費価値・文化価値を提供するノウハウ」に具現化される当社の企業価値を生み
出すうえで必要不可欠な企業価値の源泉を破壊し、当社の企業価値・株主共同の利益に重大な悪影響を与える買付等である場合のいずれかに
該当することです。

(本プランの有効期間・本プランの廃止・変更等)

本プランの有効期間は2025年5月29日開催の当社定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までです。ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本買収防衛策基本方針を変更又は廃止する旨の決議
が行われた場合には、本プランは、速やかに変更後の本買収防衛策基本方針に従うよう変更され又は廃止されることとなります。また、当社取締
役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。

(株主及び投資家の皆様への影響)

本プランの導入(更新)時点においては、本新株予約権の無償割当ては行われませんので、株主の皆様に直接具体的な影響が生じることはありま
せん。

本プランが発動され、本新株予約権無償割当てが実施された場合、株主の皆様が本新株予約権行使の手続を行わないとその保有する株式が希
釈化される場合があります(ただし、当社が当社株式を対価として本新株予約権の取得を行った場合、株式の希釈化は生じません。)。本プランの
詳細については、以下の当社ウェブサイトに掲載しております2025年4月14日付当社プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買
収への対応方針)の導入(更新)に係る基本方針の株主総会への付議について」をご参照ください。

(当社ウェブサイト　https://www.matsuya.com/corp/ir/news/)

3)具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記1)に記載した基本方針の実現に資する特別な取組みは、いずれも当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上に資する具体的方策であ
り、まさに当社の基本方針に沿うとともに、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであり、また、当社の会社役員の地位の維持を目的と
するものではありません。

また、本プランは、上記2)に記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであり、基本方針に沿うもの
です。特に、本プランは、一定の場合に株主意思確認総会を開催し株主の皆様の意思を確認することとしている等、株主意思を重視するものであ
ること、その内容として合理的な客観的な発動要件 が設定されていること、独立性の高い社外者によって構成される特別委員会が設置されてお

り、本プランの発動に際 しては必ず特別委員会の判断を経ることが必要とされていること、特別委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を得

ることができるとされていること、有効期間が3年間と定められたうえ、株主総会又は取締役会によりいつでも廃止できるとされていること等により、
その公正性・客観性が担保されており、高度の合理性を有し、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位
の維持を目的とするものではありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

＜当社の適時開示体制の概要＞

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。

当社では投資者への適時、適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識し、常に投資者の視点に立った
迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を徹底するため、次のとおり社内体制を構築いたしております。

決定事実、決算情報に関しましては、経営会議で審議し、取締役会において議案決定となりますが、事前に総務部・経理部で開示の検討をいたし
ております。

発生事実に関しましては、関連部署で発生した情報は速やかに所属長より総務部に報告され、重要情報に該当するか検討いたします。

開示検討にあたっては情報内容の必要に応じて監査法人のチェック、外部専門機関への相談を行っております。



開示検討の結果を受け情報取扱責任者である総務部担当取締役が開示について判断し、情報管理責任者である社長に開示決定を確認し開示
を実施します。また社内規程におきましては、内部者取引管理規則にて重要情報の取扱いを定め、重要情報の管理徹底を図っております。



【当社のコーポレート・ガバナンス体制】 
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【当社の情報開示体制】 
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